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No.335 むなかたタウンプレス 平成29年3月1日 （2）

市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

お知らせ

（
２
）
元
気
な
島
づ
く
り
事
業
補
助
金

（
１
）（
２
）
共
通
事
項

　
大
島
や
地
島
の
島
民
と
島
外

の
人
と
の
交
流
を
図
る
活
動
な

ど
、
島
の
振
興
を
図
る
活
動
を

支
援
す
る
補
助
金
で
す
。

●
補
助
期
間
　
最
長
５
年

●
補
助
金
の
内
容

▽
対
象
活
動
＝
離
島
と
離
島
以

外
の
人
の
交
流
促
進
、
定
住

化
促
進
、
健
康
づ
く
り
、
環

●
対
象
団
体

▽
市
内
に
活
動
拠
点
を
持
ち
、

３
人
以
上
で
構
成
す
る
市
民

活
動
団
体

▽
大
学
な
ど
の
研
究
機
関
で
、

３
人
以
上
で
構
成
す
る
団
体

●
補
助
限
度
額
　
50
万
円

＊
人
づ
く
り
で
ま
ち
づ
く
り
事

業
補
助
金
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
支

援
型
事
業
は
30
万
円

●
補
助
対
象
経
費

①
講
師
謝
金
な
ど
の
報
償
費

②
旅
費

③
消
耗
品
費
な
ど
の
需
用
費

④
郵
送
料
な
ど
の
役
務
費

⑤
委
託
料

⑥
使
用
料
・
賃
借
料

⑦
原
材
料
費

⑧
工
事
費

⑨
備
品
購
入
費
な
ど
の
設
備
費

＊
⑧
は
行
政
テ
ー
マ
型
の
み
、

⑨
は
行
政
テ
ー
マ
型
、
チ
ャ

レ
ン
ジ
支
援
型
の
み
対
象

＊
補
助
対
象
や
申
請
書
作
成
方

法
な
ど
、
詳
細
は
各
募
集
要

項
で
確
認
を

＊
い
ず
れ
の
補
助
金
も
、
コ

【行政からのテーマ】

提案できる
団体

①市民活動団体（市外でも可）
②コミュニティ運営協議会
③民間事業者（市外でも可）

対象事業

すでに市民活動団体、コミュニティ運営協議
会、民間事業者に委託しているものを除き、
市が直営で実施している全ての事業。ただ
し、次の事業は除きます。
▽法令などで職員が直接実施しなければな
らないもの
▽公権力の行使に関するもの
▽市の政策立案などに関するもの
▽公益性が担保されなくなるもの

提案募集期間

【平成29年度事業開始コース】
●募集期間　４月３日（月）～同28日（金）
●提案できる団体　①②③

【平成30年度事業開始コース】
●募集期間／提案できる団体
▽第１次募集＝４月３日（月）～６月30日（金）
／①②
▽第２次募集＝７月３日（月）～８月25日（金）
／①②③（予定）

提案できる
事業実施期間

提案は原則、単年度ですが、最長４年度を上
限に、複数年度の提案をすることが可能

審査方法 第三者機関の「市民参画等推進審議会」が公
開形式で審査

【
１
ペ
ー
ジ
か
ら
続
く
】

境
保
全
な
ど
に
関
す
る
活
動

▽
補
助
率
＝
補
助
対
象
経
費
の

４
分
の
３
以
内
（
４
、
５
年

目
は
２
分
の
１
）
の
額

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
商
工
観
光
課

　
元
気
な
島
づ
く
り
係

☎
（
72
）
２
２
１
１

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
は

対
象
外

●
審
査
方
法
　
各
審
査
会
で
、

申
請
書
と
団
体
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
で
審
査
し
、
市

が
採
択
団
体
を
決
定
。

●
審
査
会
日
程
　
５
月
下
旬

●
申
請
期
間
　
４
月
３
日（
月
）

～
同
21
日
（
金
）、
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時

●
申
請
方
法
　
所
定
の
申
請
書

を
、
各
申
請
先
窓
口
へ

＊
募
集
要
項
と
申
請
書
類
は
、

３
月
６
日
（
月
）
か
ら
、
情

報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
本
館

１
階
）、
メ
イ
ト
ム
宗
像
、

各
コ
ミ
セ
ン
で
入
手
可
。

市
ＨＰhttp://w

w
w
.city.

m
unakata.lg.jp/

→
「
観

光
・
産
業
・
ま
ち
づ
く

り
」
→
「
ま
ち
づ
く
り
」
→

「
市
民
活
動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
」
か
、
メ
イ
ト
ム
宗
像

ＨＰhttp://kouryuukan.
com

/

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
可

●
そ
の
他
　
人
づ
く
り
で
ま
ち

づ
く
り
事
業
の
補
助
金
申
請

に
関
す
る
相
談
を
随
時
受
付

中
。
市
民
活
動
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー 

☎
（
36
）
０
３
１
１
へ
相
談

を　「
文
化
芸
術
活
動
事
業

補
助
金
」
は
、
平
成
29
年

度
か
ら
新
制
度
で
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
。
詳
細
は
、
市

広
報
紙
５
月
１
日
号
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

☎
（
36
）
１
５
４
０

　市では、「元気な市民と、元気なまちづくり」をキャッチフレー
ズに、市民との協働のまちづくりを推進しています。その柱の
１つが、平成19年度からスタートした「市民サービス協働化
提案制度」。この制度は、市民サービスをより向上させるため
に市が行う全事業を公表し、市民活動団体やコミュニティ運営
協議会などが、その中から団体の専門性を生かして市と協働で
事業を実施するものです。
　この制度の内容は下表のとおりです。詳細は、平成29年度
募集要項で確認してください。

＊募集要項と申請書類は、４月３日（月）から、情報コーナー（市
役所本館１階）、メイトム宗像、各コミセンで入手可。市ＨＰ

http://www.city.munakata.lg.jp/→「観光・産業・まちづく
り」→「まちづくり」→「市民活動・ボランティア」か、メイ
トム宗像ＨＰ http://kouryuukan.com/からダウンロードも可

■問い合わせ先　コミュニティ協働推進課　☎（36）5394

みなさんの提案を募集します
平成 29年度市民サービス協働化提案制度

　
市
で
は
、
３
月
中
旬
～
下
旬

に
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
へ

平
成
29
年
度
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

内
容
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
医
療
課

　
国
民
健
康
保
険
係

☎
（
36
）
１
３
６
３

　
２
月
28
日
、
市
と
リ
ネ
ッ
ト

宅
配
便
で
パ
ソ
コ
ン
の

無
料
回
収
事
業
を
開
始

３
月
中
に
新
し
い

被
保
険
者
証
を
送
付

ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
が
、
パ
ソ

コ
ン
回
収
の
連
携
協
定
を
締

結
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
民
の
み

な
さ
ん
が
同
社
に
パ
ソ
コ
ン
回

収
を
依
頼
し
た
場
合
の
料
金
は

無
料
と
な
り
ま
し
た
。さ
ら
に
、

デ
ー
タ
消
去
ソ
フ
ト
も
無
料
で

利
用
で
き
る
の
で
、
安
心
し
て

排
出
で
き
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
の

処
理
方
法
の
１
つ
と
し
て
活
用

し
て
く
だ
さ
い
。

＊
パ
ソ
コ
ン
メ
ー
カ
ー
が
行
う

回
収
リ
サ
イ
ク
ル
も
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
利
用
で
き
ま
す

【
利
用
方
法
】

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
リ
ネ

　
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
」（http://

w
w
w
.renet.jp/

）
と
検

索
し
、
申
込
み
フ
ォ
ー
ム
に

希
望
日
時
な
ど
必
要
事
項
を

入
力

②
パ
ソ
コ
ン
を
段
ボ
ー
ル
に
詰

め
る

市
　
か
　
ら

【
所
得
証
明
書
や
納
税

証
明
書
な
ど
の
税
関
係

証
明
書
の
申
請
は
、
本

人
申
請
が
原
則
】

　
本
人
以
外
が
申
請
す
る
場
合

は
、
本
人
が
作
成
し
た
委
任
状

が
必
要
で
す
。
委
任
状
に
は
、

①
「
誰
が
誰
に
何
の
証
明
書
の

交
付
を
委
任
す
る
の
か
」②「
委

任
状
作
成
年
月
日
の
明
記
」
③

「
本
人
の
自
署
と
印
鑑
」
が
必

要
で
す
。

　
申
請
時
は
、
運
転
免
許
証
や

健
康
保
険
証
な
ど
、
申
請
者
本

人
を
確
認
で
き
る
も
の
を
必
ず

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
軽
自
動
車
税
は
毎
年

４
月
１
日
現
在
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
、
そ
の

年
度
分
の
税
の
全
額
を

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
】

　
軽
自
動
車
、
バ
イ
ク
、
原
動

機
付
自
転
車
、
農
耕
用
車
両
、

小
型
特
殊
自
動
車
な
ど
を
廃
車

や
名
義
変
更
す
る
場
合
、
手
続

き
が
必
要
で
す
。
車
種
に
よ
っ

て
は
手
続
き
の
窓
口
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。
済
ん
で
い
な
い
場
合

は
早
急
に
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
固
定
資
産
税
係

☎
（
36
）
７
３
５
１

証
明
書
交
付
時
の
委
任
状

と
軽
自
動
車
な
ど
の
名
義

変
更
・
廃
車
手
続
き

＊
箱
は
、
３
辺
の
合
計
が 

１
４
０
㌢
以
内
で
、
重
さ
20

㌔
㌘
以
内
の
も
の
に
限
る

③
希
望
し
た
日
時（
最
短
翌
日
）

に
、
回
収
に
来
た
宅
配
業
者

に
引
き
渡
す

■
問
い
合
わ
せ
先

　
環
境
課

☎
（
36
）
１
４
２
１


